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令和３年度答申第２４号 

令和３年７月２６日 

 

諮問番号 令和３年度諮問第１９号（令和３年６月２８日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 特定中国残留邦人等に対する一時金支給申請却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、厚生労働大臣

（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）に対し、中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律（平成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等自立支援法」とい

う。）１３条３項の規定に基づき、一時金の支給申請（以下「本件申請」とい

う。）をしたところ、処分庁が、審査請求人は同条に規定する特定中国残留邦

人等とは認められないとして、本件申請を却下する処分（以下「本件却下処分」

という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事

案である。 

１ 関係する法令等の定め 

⑴ 中国残留邦人等自立支援法は、国は、「中国残留邦人等」のうち、「特

定中国残留邦人等」に対し、一時金を支給すると規定している（１３条３

項）。 



 

2 

 

そして、中国残留邦人等自立支援法は、「中国残留邦人等」とは、中国

の地域における昭和２０年８月９日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き

揚げることなく同年９月２日以前から引き続き中国の地域に居住している

者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及び

これらの者を両親として同月３日以後中国の地域で出生し、引き続き中国

の地域に居住している者等をいい（２条１項）、「特定中国残留邦人等」

とは、永住帰国した中国残留邦人等（明治４４年４月２日以後に生まれた

者であって、昭和３６年４月１日以後に初めて永住帰国し、永住帰国した

日から引き続き１年以上本邦に住所を有する者に限る。）であって、昭和

２１年１２月３１日以前に生まれたもの（同日後に生まれた者であって同

日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものと

して「厚生労働省令で定める者」を含み、６０歳以上の者に限る。）をい

うと規定している（１３条１項、２項）。 

⑵ 上記⑴の「厚生労働省令で定める者」については、中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律施行規則（平成６年厚生省令第６３号。以下「中国残

留邦人等自立支援法施行規則」という。）１３条の２が、昭和２２年１月

１日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等（永住帰国した日から引

き続き１年以上本邦に住所を有するものに限る。）であって、その生まれ

た日以後中国の地域等においてその者の置かれていた事情に鑑み、明治４

４年４月２日から昭和２１年１２月３１日までの間に生まれた永住帰国し

た中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして「厚生労働大臣が認める

もの」とすると規定している。 

⑶ 上記⑵の「厚生労働大臣が認めるもの」については、平成２０年５月９

日に厚生労働省社会・援護局が策定した「昭和２２年１月１日以後に生ま

れた永住帰国した中国残留邦人等による「中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律」第１３条第３項の一時金の支給申請に係る事務処理方針」（平

成２７年１月１６日の第３次改正後のもの。以下「本件事務処理方針」と

いう。）が、「昭和２５年以降に出生した者」の場合には、「ソ連参戦以

後の引揚困難事由の影響により、引き続き残留を余儀なくされたものと認

められる者」であることが必要であると定めている。 

 ２ 事案の経緯 
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各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 審査請求人の父のＰ（中国名：Ｐ′、（旧名）Ｐ″。以下「父Ｐ」とい

う。）は、明治３９年ａ月ｂ日、Ａ地で出生し、昭和１８年８月１３日、

Ｑ（以下「母Ｑ」という。）と入夫婚姻をした。父Ｐと母Ｑとの間には、

昭和１５年ｃ月ｄ日に長女のＲ（以下「長女Ｒ」という。）が、昭和２０

年ｅ月ｆ日に長男のＳ（以下「長男Ｓ」という。）が、昭和２２年ｇ月ｈ

日に二男のＴ（以下「二男Ｔ」という。）が、昭和２５年ｉ月ｊ日に二女

のＵ（以下「二女Ｕ」という。）が、昭和２７年ｋ月ｌ日に三女のＸ（審

査請求人）が出生した。 

（除籍謄本（筆頭者：父Ｐ）、Ｕ′編「Ｂ」所収の「Ｐ″ プロフィル」、

父Ｐの究明カード） 

⑵ 父Ｐは、昭和５１年９月７日、中国Ｃ地で死亡した。 

（除籍謄本（筆頭者：父Ｐ）） 

⑶ 長女Ｒは、昭和５５年７月２５日、初めて日本に永住帰国し、審査請求

人は、昭和５７年７月１９日、母Ｑ、長男Ｓ、二男Ｔ及び二女Ｕとともに初

めて日本に永住帰国した。 

なお、母Ｑは、昭和６３年１２月１５日、Ｄ地で死亡した。 

（長女Ｒ、長男Ｓ、二男Ｔ、二女Ｕ及び審査請求人の各「永住帰国した中国

残留邦人等であることの証明書」、母Ｑの引揚証明書、除籍謄本（筆頭者：

父Ｐ）） 

⑷ 処分庁は、平成２０年３月２８日付けで長女Ｒ及び長男Ｓに対し、同年

６月２７日付けで二男Ｔに対し、それぞれ一時金を支給する決定をした。 

 （長女Ｒ、長男Ｓ及び二男Ｔに対する各支給決定通知書） 

⑸ 二女Ｕは、平成２７年３月１１日、処分庁に対し、一時金の支給申請を

したところ、処分庁は、平成２８年５月１８日付けで、二女Ｕに対し、上

記申請を却下する処分をした。 

二女Ｕは、上記処分を不服として審査請求をしたところ、審査庁は、平

成３０年８月８日、当審査会に対し、上記審査請求は棄却すべきであると

して諮問（平成３０年度諮問第２９号）をし、当審査会は、同年１０月２

日、上記諮問に係る審査庁の判断は妥当であるとの答申（平成３０年度答

申第３８号）をした。 

審査庁は、上記答申を受けて、平成３０年１２月１９日、二女Ｕに対

し、上記審査請求を棄却するとの裁決をした。 
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 （二女Ｕに対する却下通知書、当審査会の答申書、審査庁の裁決書） 

⑹ 審査請求人は、平成２９年１０月３日、処分庁に対し、一時金の支給申

請（本件申請）をした。 

 （特定中国残留邦人等に対する一時金申請書） 

⑺ 処分庁は、令和２年４月２７日付けの却下通知書により、審査請求人に

対し、本件申請を却下する処分（本件却下処分）をした。 

なお、上記却下通知書には、「法（注：中国残留邦人等自立支援法）第

１３条に定める「特定中国残留邦人等」とは認められないため。」との理

由が付されていた。また、上記却下通知書に添付された審査請求人を名宛

人とする書面には、「法（注：中国残留邦人等自立支援法）第１３条第３

項に定める一時金の支給を受けるためには、昭和２５年１月１日以後に出

生した方については、ソ連参戦以後の引揚困難事由（留用、中国内戦、中

国政府による帰国の不許可など）の影響により、引き続き残留を余儀なく

されたものと認められなければなりません。あなたは、父：Ｐ様、母：Ｑ様

の三女として昭和２７年ｋ月ｌ日に中国で出生し、両親に養育されていま

した。あなたの両親の残留状況は、ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響に

より、引き続き中国の地に残留することを余儀なくされたものであったと

は認められず、よってあなたは、「昭和２１年１２月３１日以前に生まれ

た永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情があるもの」とは認められま

せんので却下となったものです。」との記載がされていた。 

（却下通知書） 

⑻ 審査請求人は、令和２年８月３日に、審査庁に対し、本件却下処分を不

服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

⑼ 審査庁は、令和３年６月２８日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

⑴ 戦後、引揚げが開始された際、父Ｐ及び母Ｑも、日本に帰国することを

望んだが、父Ｐは、Ｅを作曲したことをとがめられて、当時の中国政府に

よって、監視矯正対象者とされて日本への帰国を禁止され、日本が犯した

罪を償うために音楽教員として働き続けることを指示された。すなわち、

父Ｐは、中国政府に留用されたため、日本に帰国することができなかった。 
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⑵ 長女Ｒ、長男Ｓ及び二男Ｔは、一時金を支給されている。同じ日本人の

両親から生まれた兄弟姉妹全員に同じ扱いをしてほしい。 

⑶ したがって、本件却下処分の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

１ 特定中国残留邦人等の意義について 

  本件事務処理方針は、中国残留邦人等自立支援法施行規則１３条の２に規

定する「厚生労働大臣が認めるもの」に該当する要件として、「昭和２５年

以降に出生した者」については、「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響によ

り、引き続き残留を余儀なくされたものと認められる者」であることが必要

であると定めている。そして、「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により、

引き続き残留を余儀なくされたものと認められる者」とは、ソ連軍が日本人

の本国送還について何らの措置を採らないまま撤退したことによる影響、国

民政府軍又は中国共産党軍による留用による影響、中国の内戦による影響、

集団引揚げ以外の個別引揚げが中国政府による帰国の不許可などにより困難

であったことによる影響などの下において、これに起因して、本邦に引き揚

げることなく引き続き中国の地域に居住することを余儀なくされた者をいう

ものと解される。 

  なお、ある者が「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により、引き続き残

留を余儀なくされたものと認められる者」に該当するか否かを判断する際に

は、当該者を養育していた両親の事情も考慮する。 

２ 審査請求人が特定中国残留邦人等に該当するか否かについて 

⑴ 審査請求人は、父Ｐは、中国人であるかのような氏名で活躍した上に、

Ｅを作曲したことをとがめられて、音楽教員として働き続けることを指示

され、中国政府に留用されたこと、Ｅを作曲したことなどにより、中国当

局に監視矯正対象者とみなされ、監視管理されていたため、日本に帰国す

ることが不可能であったと主張している。 

 また、審査請求人は、両親が日本へ帰る手続をどうやって、どこに尋ね

ればよいか分からなかったと主張するほか、同じ両親から生まれた兄弟姉

妹のうち、長女Ｒ、長男Ｓ及び二男Ｔは一時金を支給されているとも主張

して、本件却下処分の取消しを求めている。 

⑵ そこで、審査請求人の上記⑴の主張について検討する。 

ア 審査請求人の両親がソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により引き続

き残留を余儀なくされたとの主張について 
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長女Ｒの証言によると、父Ｐは、学生たちの説得により、「最後は父は

「Ａ地人」として、生徒さん達の強い要望考えて自分達の意志で中国に残

留した」とのことであるから、父Ｐは、ソ連参戦以後の引揚困難事由の影

響により、引き続き残留を余儀なくされたと評価することはできない。 

また、審査請求書によると、父Ｐは、終戦後、Ｆ大学音楽科主任や副教

授等、音楽関係の要職を歴任し、昭和３５年にはＣ地の政治協商会議委員

になるなど、中国社会における要職に就任しているが、これらの要職への

就任が本人の意思に反する強制的な留用であるとまではいえない。 

加えて、母Ｑは、父Ｐの死後、高齢者になってから、長く日中友好に尽

くしたため、残り少ない老後を祖国で暮らしたいとして、日本に帰国して

いるから、母Ｑに終戦直後から日本への強い帰国希望があったと評価する

のは困難である。 

さらに、審査請求人は、父Ｐは、Ｅを作曲したことなどにより、中国当

局に監視矯正対象者とみなされ、監視管理されていたため、日本に帰国す

ることが不可能であったと主張しているが、審査請求人の両親に対する中

国政府による帰国不許可があったことを裏付ける資料はない。 

なお、審査請求人は、反論書において、長女Ｒの証言は母Ｑの話の伝聞

であり、信用性が低く、父Ｐから留用の事実を直接聞いた第三者の証言こ

そ重要であると主張しているが、当該証言は、日付が２０２０年１１月、

２０２１年１月及び同年３月であって、戦後７５年が経過した後にされた

ものであるから、当時共に生活していた長女Ｒの証言よりも信用性が高い

とはいえないし、本件審査請求の後に審査請求人の求めにより作成された

当該証言のみでは、立証資料として十分とはいえず、これらの証言を作成

する根拠となった資料（人事記録、日誌等）の提出が必要である。 

審査請求人は、父Ｐが中国の要職に就いていたのは中国政府が尊敬され

ていた父Ｐを利用するためであり、父Ｐは中国政府に留用されている立場

から要職への就任を断ることができなかったとも主張するが、当該要職へ

の就任が留用によるものであったことを立証する資料の提出はない。 

イ 審査請求人の両親が日本へ帰国する手続をどうやって、どこに尋ねれ

ばよいか分からなかったとの主張について 

二女Ｕの申立てによると、「ほとんどの日本人が続々と避難し、戦乱中

の学校には教師はいませんでした。父は学生たちの説得で、強制的に学校

に留用されました。」とのことであり、また、長女Ｒの証言によると、
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「当時ソ連軍占領前に日本人の学校の先生は家属つれて日本国に戻りまし

た。私の父母も帰えろうと思ったが音楽科の学生達に止められた。」との

ことであるから、両親が日本へ帰国する手続が分からなかったとはいえな

い。 

ウ 同じ両親から生まれた兄弟姉妹のうち、長女Ｒ、長男Ｓ及び二男Ｔは

一時金を支給されているとの主張について 

一時金の支給を受けることができるか否かは、中国残留邦人等自立支援

法、中国残留邦人等自立支援法施行規則及び本件事務処理方針に基づいて

判断するものである。 

中国残留邦人等自立支援法及び中国残留邦人等自立支援法施行規則は、

「昭和２１年１２月３１日以前に生まれた者」に対しては、一律に一時金

を支給するとする一方で、「昭和２２年以降に生まれた者」に対しては、

その生まれた日以後中国の地域等においてその者の置かれた事情に鑑み、

「昭和２１年１２月３１日以前に生まれた者」に準ずる事情があるか否か

を個別具体的に判断して、一時金を支給することとしている。そして、

「昭和２２年１月１日から昭和２４年１２月３１日までに生まれた者」に

ついては、昭和２４年までに大規模な引揚げが実施され、同年１０月１日

には中華人民共和国が成立しているなどの事情に鑑みれば、遅くとも昭和

２５年には、ソ連参戦による混乱等の影響が続いていた状況にあったとは

いえないが、昭和２４年までの間は、ソ連参戦による混乱等が終息に向か

っていたものの、その影響がなかったとはいえず、同年以前に出生した者

の中には、ソ連参戦による混乱等の影響を受けて本邦に引き揚げることが

できず、引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた者がい

る可能性がないとはいえないことから、本件事務処理方針は、「昭和２２

年１月１日から昭和２４年１２月３１日までに生まれた者」も、「昭和２

１年１２月３１日以前に生まれた者」に準ずる事情にある者として、一律

に一時金の支給対象とすることとした。これに対し、「昭和２５年１月１

日以降に生まれた者」については、同日以降も、その者が置かれていた具

体的な事情によっては、ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響の下において、

本邦へ引き揚げることには困難があって、引き続き中国の地域に居住する

ことを余儀なくされたという場合もあったことから、本件事務処理方針は、

そのような事情があった者を「昭和２１年１２月３１日以前に生まれた者」

に準ずる事情にある者として、事案に応じて保護を与えることとした。こ
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のように、中国残留邦人等自立支援法、中国残留邦人等自立支援法施行規

則及び本件事務処理方針が出生年により異なる審査基準を設けていること

には合理性がある。 

⑶ 以上によると、審査請求人の両親は、ソ連参戦以後の引揚困難事由の影

響により、引き続き残留を余儀なくされたものとは認められないから、審

査請求人の両親に養育されていた審査請求人は、特定中国残留邦人等に該

当しない。 

３ したがって、本件却下処分は適法かつ正当であり、本件審査請求は理由が

ないから棄却すべきである。 

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件審査請求は

理由がないから棄却すべきであるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件申請から本件諮問に至るまでの各手続に要した

期間は、次のとおりである。 

 本件申請の受付（処分庁）  ：平成２９年１０月３日 

本件却下処分        ：令和２年４月２７日 

（本件申請の受付から約２年７か月） 

本件審査請求の受付（審査庁）：同年８月３日 

審理員意見書の提出     ：同年５月１３日 

本件諮問          ：令和３年６月２８日 

（本件審査請求の受付から約１１か月） 

⑵ そうすると、本件では、処分庁において、本件申請の受付から本件却下

処分までに約２年７か月もの長期間を要している。しかし、同じ両親の養

育監護の下にあった二女Ｕがした一時金の支給申請に対して約１年２か月

後に却下処分がされている（上記第１の２の⑸）ことを踏まえると、本件

却下処分に約２年７か月もの長期間を要する理由があったとは考えられな

い。 

  そこで、当審査会が、処分庁に対し、本件却下処分に上記のような長期

間を要した理由について説明を求めたところ、処分庁から、「提出資料が

本人申立資料のみであったため、審査請求人及びその家族の永住帰国旅費

申請書及び究明カード等も参考とした上で事実関係を確認、整理し検討を

行っていたものである。また、審査請求人の一時金申請時は、審査請求人
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の姉（平成３０年度答申第３８号）の審査請求中であり、その答申を踏ま

えた上で結論を出すべきものとしていたため、裁定までに期間を要したも

のである。」との回答があった（令和３年７月１２日付けの処分庁の事務

連絡）。しかし、審査請求人の姉（二女Ｕ）からの審査請求に関する審査

庁からの諮問に対し、当審査会は、平成３０年１０月２日、上記審査請求

を棄却すべきであるとの審査庁の諮問に係る判断は妥当であるとの答申を

しており、審査庁は、この答申を受けて、同年１２月１９日、上記審査請

求を棄却するとの裁決をしている（上記第１の２の⑸）から、処分庁は、

上記答申から約１年６か月、上記裁決から約１年４か月を経過した後にな

って、ようやく本件却下処分をしたことになる。したがって、上記の回答

における処分庁の対応を前提として考えても、本件は、処分までに期間を

要し過ぎたといわざるを得ない。処分庁においては、一時金の支給申請に

対する処分の進行管理の仕方を改善することにより、手続の迅速化を図る

必要がある。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に特段

違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 中国残留邦人等自立支援法１３条３項の規定に基づき一時金の支給対象

となる特定中国残留邦人等のうち、昭和２２年１月１日以降に生まれた者

については、その生まれた日以後中国の地域等においてその者が置かれた

事情に鑑み、昭和２１年１２月３１日までに生まれた者に準ずる事情があ

るものとして厚生労働大臣が認める者に限るとされ（同条１項、中国残留

邦人等自立支援法施行規則１３条の２）、これを受けて制定された本件事

務処理方針は、昭和２２年以降に生まれた者のうち、「昭和２５年以降に

出生した者」については、「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により、

引き続き残留を余儀なくされたものと認められる者」であることが必要で

あるとしている（上記第１の１）。そして、「ソ連参戦以後の引揚困難事

由」とは、国民政府軍又は中国共産党軍による留用、中国の内戦、中国政

府による帰国の不許可などをいうものとされている（厚生労働省社会・援

護局援護企画課中国残留邦人等支援室の各都道府県中国残留邦人等支援事

業担当者宛ての平成２７年２月１８日付け事務連絡「「満額の老齢基礎年

金等の支給」のための一時金の認定基準の見直しについて」）。 

そうすると、審査請求人は、「昭和２５年以降に出生した者」である
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（上記第１の２の⑴）から、本件では、審査請求人が「ソ連参戦以後の引

揚困難事由の影響により、引き続き残留を余儀なくされたものと認められ

る者」であるか否かが問題となる。 

なお、審査請求人は、当時、父Ｐ及び母Ｑによって養育監護されていた

から、審査請求人について「ソ連参戦以後の引揚困難事由」があったか否

かを判断するには、父Ｐ及び母Ｑについて「ソ連参戦以後の引揚困難事由」

があったか否かを検討するのが相当である。 

⑵ そこで、父Ｐ及び母Ｑについて「ソ連参戦以後の引揚困難事由」があっ

たか否かについて検討する。 

 ア 父Ｐの経歴は、二女Ｕ（中国名：Ｕ′）が編集した「Ｂ」所収の「Ｐ

″ プロフィル」によると、以下のとおりである。 

  大正１５年 Ｇ１学校卒業、小学校の先生就任 

  昭和４年  Ｇ２学校に留学 

  昭和８年  Ｇ３学校の音楽教員就任 

  昭和１０年 Ｇ４学校の助教授就任 

  昭和１３年 Ｇ５学校の副教授就任 

  （昭和１４年 母Ｑと結婚） 

  昭和１６年 Ｅに応募（優勝） 

  昭和１７年 Ｇ６学校に留学 

  （昭和１８年 母Ｑと入夫婚姻の届出） 

  昭和１９年 Ｇ７大学の教官就任 

  （昭和２０年８月９日 ソ連参戦） 

  昭和２１年 Ｆ大学音楽科の主任・副教授就任 

  昭和２１年 Ｇ８大学音楽科の教授就任 

  昭和２３年 Ｆ大学（後にＦ′大学と改名）音楽科の副主任就任 

  昭和２４年 Ｈ地のＧ９学院音楽学部の副教授就任 

  昭和２８年 Ｇ１０学院作曲科の副教授就任 

  昭和３３年 Ｇ１１学院音楽科の副教授就任 

  昭和３５年 Ｃ地政治協商会議の委員就任 

  昭和４０年 退職 

 イ 母Ｑの経歴は、本人が作成した「簡歴」と題する書面によると、以下

のとおりである。 

  昭和７年  Ｉ１学校卒業 
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  昭和１３年 渡満・Ｊ科の臨時雇員 

  昭和１３年 Ｋ地の小学校の体育主任・日本語教師 

  昭和１４年 婚姻のため退職・帰国（父Ｐと結婚） 

  昭和１５年 父Ｐとともに渡満し、Ｌ地に居住 

  昭和１７年 父Ｐの日本への留学に従い、帰国（家事） 

  （昭和１８年 母Ｑと入夫婚姻の届出） 

  昭和１９年 父Ｐとともに渡満し、Ｌ地に居住 

  （昭和２０年８月９日 ソ連参戦） 

  昭和２２年 Ｉ２学院体育科の時間講師に招へい 

  昭和２３年 Ｆ′大学体育科に招へい 

  昭和２４年 Ｈ地のＧ９学院文工団の舞踏教員 

  昭和２８年 Ｇ１０学院附属夜間初等中学部で国語と歴史を修了 

  昭和３２年 中国籍に入籍 

  昭和３４年 Ｉ３学校のピアノ伴奏 

  昭和４８年 Ｉ４大学外語教研室に招へい（医用日語教科書編集） 

  昭和５２年 Ｉ５学校の日本語臨時教員 

  昭和５３年 Ｉ４大学に招へい（日本語教師の育成） 

  昭和５４年 Ｉ６大学外文科の臨時教員 

  （昭和５７年 日本に永住帰国） 

 ウ 上記アによると、父Ｐは、ソ連参戦以後も、ソ連参戦前と同様、中国

において音楽教育の分野で要職を歴任し、社会的に認められていたので

あり、自らの自由意思に反して中国政府に留用されたという事情はうか

がわれない。そして、上記イによると、母Ｑも、ソ連参戦以後、家事の

かたわら、中国において体育、舞踏、日本語等の教師として招へいさ

れ、活躍していたのであり、やはり自らの自由意思に反して中国政府に

留用されたという事情はうかがわれない。 

エ かえって、長女Ｒが、父Ｐ及び母Ｑが終戦後中国に残留した事情につ

いて、母Ｑから直接聞いた内容として、「当時ソ連軍占領前に日本人の

学校の先生は家属つれて日本国に戻りました。私の父母も帰えろうと思

ったが音楽科の学生達に止められた。彼らは「Ｐ′先生はＡ地人です。

日本人にずっといじめられたでしょう？日本に帰れないで私達に音楽理

論、作曲技能等つづけて教えて下さい」と言われました。父親は満州に

渡った目的は、自分が音楽勉強した知識等、中国東北の音楽事業発展し
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たいなので、一生音楽教育事業に尽力したい気持なので生徒さん達を大

事していました。（中略）最後は父は「Ａ地人」として、生徒さん達の

強い要望考えて自分達の意志で中国に残留した結果になりました。」と

述べていること、また、母Ｑが、甥（Ｖ）に宛てた引揚手続の委託状に

おいて、「長いこと中日友好の為に尽してきた私は最後の一息を貴方が

たや日本の人々と同甘同苦をするのも一生だと思います。それで夫の残

された五人の子供とその家族をつれて引き揚げたいと思います。」と述

べていることからすると、終戦時、Ｍ大学の教官であった父Ｐは、多く

の日本人が避難する中、学生の説得に応じて、自らの自由意思で中国に

残留したこと、そして、母Ｑも、自らの自由意思で父Ｐとともに中国に

残留し、自らも日中友好のための活動を展開したことが認められる。 

オ 以上によれば、父Ｐ及び母Ｑについて「ソ連参戦以後の引揚困難事由」

があったと認めることはできない。 

⑶ 審査請求人は、父Ｐは、中国政府に留用されたため、日本に帰国するこ

とができなかったと主張し（第１の３の⑴）、本件審査請求において、そ

の証拠資料として、①Ｍ大学の教え子の証言、②Ｍ大学の同僚の証言、③

Ｇ１１学院人事部の証明及び④元Ｎ中学校学長の証言を提出する（反論書、

反論書⑵）。 

しかし、上記①、②及び④の各証言は、いずれも、Ｍ大学における人材

の必要性から、父ＰがＭ大学に残留したことを述べているものにすぎず、

その残留が父Ｐの自由意思に反するものであったことまで述べているもの

ではない（これらの証言中には、「留用」という言葉が用いられている

が、そのことだけで、父ＰのＭ大学残留がその自由意思に反するものであ

ったと認めることはできない。）。また、上記③の証明は、「１９４５年

以降Ｐ′先生が中国に留用された」と述べているが、父ＰがＧ１１学院に勤

務していたのは「１９５８年８月～１９６５年１１月まで」と述べている

から、この証明は、父Ｐの留用の事実を直接証明するものではない。 

したがって、上記①から④までの証拠資料を根拠として、父Ｐが中国政

府に留用されたと認めることはできないから、審査請求人の上記主張は採

用することができない。また、一件記録を精査しても、父Ｐについて「ソ

連参戦以後の引揚困難事由」があったことを確認することができる資料は

見当たらない。 

⑷ 審査請求人は、長女Ｒ、長男Ｓ及び二男Ｔは一時金を支給されているか
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ら、同じ日本人の両親から生まれた兄弟姉妹全員に同じ扱いをしてほしい

とも主張する（上記第１の３の⑵）。 

中国残留邦人等自立支援法１３条及び中国残留邦人等自立支援法施行規

則１３条の２は、「昭和２１年１２月３１日以前に生まれた者」に対して

は、一律に一時金を支給するとする一方で、「昭和２２年１月１日以降に

生まれた者」に対しては、その生まれた日以後中国の地域等においてその

者の置かれた事情に鑑み、「昭和２１年１２月３１日以前に生まれた者」

に準ずる事情があるか否かを個別具体的に判断して、一時金を支給するこ

ととしている。そして、本件事務処理方針が「昭和２２年１月１日から昭

和２４年１２月３１日までに生まれた者」に対しても、一律に一時金を支

給するとする一方で、「昭和２５年１月１日以降に生まれた者」に対して

は、「ソ連参戦以後の引揚困難事由」の影響により、引き続き残留を余儀

なくされたか否かを個別具体的に判断することとしているのは、昭和２４

年までは大規模な引揚げが行われ、同年１０月１日に中華人民共和国が成

立したことなどの事情を踏まえると、同年までは、昭和２１年までと同様、

「ソ連参戦以後の引揚困難事由」による影響がなお続いていたと推定する

のが相当であるが、昭和２５年以降は、そのような推定が働かないことか

ら、「ソ連参戦以後の引揚困難事由」による影響があるか否かを個別具体

的に判断するのが相当であるとされたからであると考えられる。このよう

に、本件事務処理方針が一律に一時金を支給する対象を拡大したこと自体

は、永住帰国した中国残留邦人等の自立の支援を目的とする中国残留邦人

等自立支援法の趣旨に沿うものと考えられる。したがって、出生年の違い

により一時金の支給要件が異なる結果、兄弟姉妹の中で一時金の支給を受

けられる者と受けられない者とが生ずることは、やむを得ないものといわ

ざるを得ず、審査請求人の上記主張も採用することができない。 

⑸ そうすると、父Ｐ及び母Ｑについて「ソ連参戦以後の引揚困難事由」が

あったということはできないから、その養育監護の下にあった審査請求人

についても「ソ連参戦以後の引揚困難事由」があったということはできず、

審査請求人は、中国残留邦人等自立支援法１３条に規定する特定中国残留

邦人等に該当しない。 

したがって、本件却下処分に違法又は不当な点は認められない。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問
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に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   野 口   貴 公 美 

委   員   村   田   珠   美 
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